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第
五
十
号
議
案

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
緊
急
施
行
を
要
し
た
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
報
告
し
、
承
認
を
求
め
る
。

　
令 

和 

六 

年 

五 

月 

九 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

第
五
十
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

一



  

第
四
十
八 

 
 

号
議
案 

 
 
 

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
緊
急
施
行
を
要
し
た
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
報
告
し
、
承
認
を
求
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
五 

月
九 

 
 

日
提
出 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

専
決
第
二
十
五 

 
 

号 

福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決

処
分
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第
三
十
号 

福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
井
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
配
当
割
額
ま
た
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
） 

第
二
十
一
条 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
法
第
三
十
二
条
第
十
三
項
の
確
定
申
告
書
に
記
載

し
た
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
配
当
等
の
額
に
つ
い

て
第
四
十
一
条
の
十
一
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
八
ま
で
の
規
定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ

た
場
合
ま
た
は
法
第
三
十
二
条
第
十
五
項
の
確
定
申
告
書
に
記
載
し
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所

得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い

て
第
四
十
一
条
の
十
九
か
ら
第
四
十
一
条
の
二
十
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
株
式
等
譲
渡
所
得

割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
配
当
割
額
ま
た
は
当
該
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
に
五
分

の
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
そ
の
者
の
前
三
条
な
ら
び
に
法
第
三
十
七
条
の
二
お
よ
び
第

三
十
七
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
に
関
す
る
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
十
七
条
の
二
の
二 

（
略
） 

（
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
行
う
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
関
す
る

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
十
七
条
の
二
の
三 

消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
国
外
事
業
者
が

 

（
配
当
割
額
ま
た
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
） 

第
二
十
一
条 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
法
第
三
十
二
条
第
十
三
項
の
確
定
申
告
書
に
記
載

し
た
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
配
当
等
の
額
に
つ
い

て
第
四
十
一
条
の
十
一
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
八
ま
で
の
規
定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ

た
場
合
ま
た
は
法
第
三
十
二
条
第
十
五
項
の
確
定
申
告
書
に
記
載
し
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所

得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い

て
第
四
十
一
条
の
十
九
か
ら
第
四
十
一
条
の
二
十
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
株
式
等
譲
渡
所
得

割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
配
当
割
額
ま
た
は
当
該
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
に
五
分

の
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
そ
の
者
の
前
三
条
お
よ
び
法
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
を
適

用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
に
関
す
る
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
十
七
条
の
二
の
二 

（
略
） 

   

専
決
第
二
十
五
号

福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処
分
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

三 

月 

三 

十 

一 

日

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
三
十
号

福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
福
井
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

三



  

第
四
十
八 

 
 

号
議
案 

 
 
 

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
緊
急
施
行
を
要
し
た
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
報
告
し
、
承
認
を
求
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
五 

月
九 

 
 

日
提
出 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

専
決
第
二
十
五 

 
 

号 

福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決

処
分
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第
三
十
号 

福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
井
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
配
当
割
額
ま
た
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
） 

第
二
十
一
条 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
法
第
三
十
二
条
第
十
三
項
の
確
定
申
告
書
に
記
載

し
た
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
配
当
等
の
額
に
つ
い

て
第
四
十
一
条
の
十
一
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
八
ま
で
の
規
定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ

た
場
合
ま
た
は
法
第
三
十
二
条
第
十
五
項
の
確
定
申
告
書
に
記
載
し
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所

得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い

て
第
四
十
一
条
の
十
九
か
ら
第
四
十
一
条
の
二
十
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
株
式
等
譲
渡
所
得

割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
配
当
割
額
ま
た
は
当
該
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
に
五
分

の
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
そ
の
者
の
前
三
条
な
ら
び
に
法
第
三
十
七
条
の
二
お
よ
び
第

三
十
七
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
に
関
す
る
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
十
七
条
の
二
の
二 

（
略
） 

（
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
行
う
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
関
す
る

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
十
七
条
の
二
の
三 

消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
国
外
事
業
者
が

 

（
配
当
割
額
ま
た
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
） 

第
二
十
一
条 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
法
第
三
十
二
条
第
十
三
項
の
確
定
申
告
書
に
記
載

し
た
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
配
当
等
の
額
に
つ
い

て
第
四
十
一
条
の
十
一
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
八
ま
で
の
規
定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ

た
場
合
ま
た
は
法
第
三
十
二
条
第
十
五
項
の
確
定
申
告
書
に
記
載
し
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所

得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い

て
第
四
十
一
条
の
十
九
か
ら
第
四
十
一
条
の
二
十
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
株
式
等
譲
渡
所
得

割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
配
当
割
額
ま
た
は
当
該
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
に
五
分

の
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
そ
の
者
の
前
三
条
お
よ
び
法
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
を
適

用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
に
関
す
る
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
十
七
条
の
二
の
二 

（
略
） 

   
  

国
内
（
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
内
を
い
う
。
）
に
お
い
て

行
う
同
項
第
八
号
の
三
に
規
定
す
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
（
同
項
第
八
号
の
四
に
規

定
す
る
事
業
者
向
け
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
対
価

に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
介
し
て
収
受
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
行
つ
た

も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
譲
渡
割
お
よ
び
貨
物
割
の
課
税
標
準
） 

第
五
十
七
条
の
三 

（
略
） 

 

（
地
方
消
費
税
の
市
町
に
対
す
る
交
付
） 

第
五
十
七
条
の
十
三 

知
事
は
、
納
付
さ
れ
た
譲
渡
割
に
相
当
す
る
額
お
よ
び
法
第
七
十
二
条

の
百
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
払
い
込
ま
れ
た
貨
物
割
の
納
付
額
の
合
算
額
の
二
十
二
分
の

十
に
相
当
す
る
額
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り
国
に
支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し

た
額
に
、
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受

け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に
支
払
つ
た
金
額

に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
、
地
方
消
費
税
交

付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
施
行
令
第
三
十
五
条
の

二
十
一
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
に
対
し
、
官
報
で

公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町
の
人
口
お
よ
び
統
計
法
（
平
成
十
九

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
経
済
構
造
統
計
（
施

行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
各
市
町
の
従
業
者

数
に
按
分
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

         

（
譲
渡
割
お
よ
び
貨
物
割
の
課
税
標
準
） 

第
五
十
七
条
の
三 

（
略
） 

 

（
地
方
消
費
税
の
市
町
に
対
す
る
交
付
） 

第
五
十
七
条
の
十
三 

知
事
は
、
納
付
さ
れ
た
譲
渡
割
に
相
当
す
る
額
お
よ
び
法
第
七
十
二
条

の
百
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
払
い
込
ま
れ
た
貨
物
割
の
納
付
額
の
合
算
額
の
二
十
二
分
の

十
に
相
当
す
る
額
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り
国
に
支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し

た
額
に
、
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受

け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に
支
払
つ
た
金
額

に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
、
地
方
消
費
税
交

付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
施
行
令
第
三
十
五
条
の

二
十
一
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
に
対
し
、
官
報
で

公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町
の
人
口
お
よ
び
統
計
法
（
平
成
十
九

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
事
業
所
統
計
の
最
近

に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
各
市
町
の
従
業
者
数
に
按
分
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
２
～
４ 

（
略
） 

 

 
 
 

附 

則 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
期
間
の
特
例
） 

第
五
条
の
七 

（
略
） 

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
特
別
税
額
控
除
） 

第
五
条
の
八 

知
事
は
、
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
県
民
税
に
係
る
令
和
六

年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
八
百
五
万
円
以
下
で
あ
る
所
得

 
 
 

附 
則 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
期
間
の
特
例
） 

第
五
条
の
七 

（
略
） 

   

第
五
十
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

四



  

国
内
（
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
内
を
い
う
。
）
に
お
い
て

行
う
同
項
第
八
号
の
三
に
規
定
す
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
（
同
項
第
八
号
の
四
に
規

定
す
る
事
業
者
向
け
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
対
価

に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
介
し
て
収
受
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
行
つ
た

も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
譲
渡
割
お
よ
び
貨
物
割
の
課
税
標
準
） 

第
五
十
七
条
の
三 

（
略
） 

 

（
地
方
消
費
税
の
市
町
に
対
す
る
交
付
） 

第
五
十
七
条
の
十
三 

知
事
は
、
納
付
さ
れ
た
譲
渡
割
に
相
当
す
る
額
お
よ
び
法
第
七
十
二
条

の
百
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
払
い
込
ま
れ
た
貨
物
割
の
納
付
額
の
合
算
額
の
二
十
二
分
の

十
に
相
当
す
る
額
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り
国
に
支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し

た
額
に
、
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受

け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に
支
払
つ
た
金
額

に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
、
地
方
消
費
税
交

付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
施
行
令
第
三
十
五
条
の

二
十
一
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
に
対
し
、
官
報
で

公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町
の
人
口
お
よ
び
統
計
法
（
平
成
十
九

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
経
済
構
造
統
計
（
施

行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
各
市
町
の
従
業
者

数
に
按
分
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

         

（
譲
渡
割
お
よ
び
貨
物
割
の
課
税
標
準
） 

第
五
十
七
条
の
三 

（
略
） 

 

（
地
方
消
費
税
の
市
町
に
対
す
る
交
付
） 

第
五
十
七
条
の
十
三 

知
事
は
、
納
付
さ
れ
た
譲
渡
割
に
相
当
す
る
額
お
よ
び
法
第
七
十
二
条

の
百
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
払
い
込
ま
れ
た
貨
物
割
の
納
付
額
の
合
算
額
の
二
十
二
分
の

十
に
相
当
す
る
額
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り
国
に
支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し

た
額
に
、
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受

け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に
支
払
つ
た
金
額

に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
、
地
方
消
費
税
交

付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
施
行
令
第
三
十
五
条
の

二
十
一
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
に
対
し
、
官
報
で

公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町
の
人
口
お
よ
び
統
計
法
（
平
成
十
九

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
事
業
所
統
計
の
最
近

に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
各
市
町
の
従
業
者
数
に
按
分
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２
～
４ 

（
略
） 

 

 
 
 

附 

則 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
期
間
の
特
例
） 

第
五
条
の
七 

（
略
） 

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
特
別
税
額
控
除
） 

第
五
条
の
八 

知
事
は
、
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
県
民
税
に
係
る
令
和
六

年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
八
百
五
万
円
以
下
で
あ
る
所
得

 
 
 

附 

則 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
期
間
の
特
例
） 

第
五
条
の
七 

（
略
） 

   
  

割
の
納
税
義
務
者
（
以
下
こ
の
条
お
よ
び
次
条
に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務

者
」
と
い
う
。
）
の
第
二
十
条
、
第
二
十
条
の
二
お
よ
び
第
二
十
一
条
、
附
則
第
三
条
の
二

第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
お
よ
び
第
五
条
の
六
第
一
項
、
法
第
三
十
七
条
の
二
お
よ
び
第
三

十
七
の
三
な
ら
び
に
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
お
よ
び
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適

用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。 

２ 

前
項
の
県
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第

二
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額

」
と
い
う
。
）
が
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
（
法

附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万

円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が

控
除
対
象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ

き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
に
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
で

除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
ま

た
は
当
該
金
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
ま
た
は
そ
の
全
額
を

切
り
上
げ
た
金
額
）
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対

象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配

偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲
げ
る
額

に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
二
十
条
、
第
二
十
条
の
二
お
よ
び
第
二
十
一
条

、
附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
お
よ
び
第
五
条
の
六
第
一
項
、
法
第
三
十

七
条
の
二
お
よ
び
第
三
十
七
の
三
な
ら
び
に
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
お
よ
び
第
七
条

の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
三
お
よ
び
第
三
百
十
四
条
の

六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
九
ま
で
な
ら
び
に
法
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
第
五
条
第
三

項
、
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
第
五
条
の
五
第
二
項
お
よ
び
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規

定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額 

（
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
特
別
税
額
控
除
） 

第
五
条
の
九 

知
事
は
、
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
県
民
税
に
係
る
令
和
七

年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
（
同
一
生
計
配
偶
者
（
控

除
対
象
配
偶
者
お
よ
び
法
第
三
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
を
す
る
時
の
現
況
に
お

い
て
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
第
二

十
条
、
第
二
十
条
の
二
お
よ
び
第
二
十
一
条
、
附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項

                                 
  

お
よ
び
第
五
条
の
六
第
一
項
、
法
第
三
十
七
条
の
二
お
よ
び
第
三
十
七
の
三
な
ら
び
に
法
附

則
第
五
条
の
五
第
一
項
お
よ
び
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。 

２ 

前
項
の
県
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第

二
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額

」
と
い
う
。
）
が
一
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
に
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住

民
税
の
所
得
割
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
、
ま
た
は
当
該
金
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金

額
ま
た
は
そ
の
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万

円
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
二
十
条
、
第
二
十
条
の
二
お
よ
び
第
二
十
一
条

、
附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
お
よ
び
第
五
条
の
六
第
一
項
、
法
第
三
十

七
条
の
二
お
よ
び
第
三
十
七
の
三
な
ら
び
に
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
お
よ
び
第
七
条

の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
三
お
よ
び
第
三
百
十
四
条
の

六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
九
ま
で
な
ら
び
に
法
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
第
五
条
第
三

項
、
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
第
五
条
の
五
第
二
項
お
よ
び
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規

定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
一
条
な
ら
び
に
附
則
第
五
条
の
八
第

二
項
お
よ
び
第
五
条
の
九
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
中
「
前
三
条

」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
、
附
則
第
六
条
第
二
項
」
と
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
一
号

お
よ
び
第
五
条
の
九
第
二
項
第
一
号
中
「
お
よ
び
第
五
条
の
六
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、

第
五
条
の
六
第
一
項
お
よ
び
第
六
条
第
二
項
」
と
す
る
。 

 

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
） 

第
八
条 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
ま
た
は
法
附
則
第
十
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
施
行
令
附
則
第
六

条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
五
十
八
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
令

                  

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
中
「
前
三
条
お
よ
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
三
条
お
よ
び
附
則
第
六
条
第
二
項
な
ら
び

に
」
と
す
る
。 

   

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
） 

第
八
条 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
ま
た
は
法
附
則
第
十
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
施
行
令
附
則
第
六

条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
五
十
八
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
令

第
五
十
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

五



  

お
よ
び
第
五
条
の
六
第
一
項
、
法
第
三
十
七
条
の
二
お
よ
び
第
三
十
七
の
三
な
ら
び
に
法
附

則
第
五
条
の
五
第
一
項
お
よ
び
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。 

２ 

前
項
の
県
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第

二
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額

」
と
い
う
。
）
が
一
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
に
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住

民
税
の
所
得
割
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
、
ま
た
は
当
該
金
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金

額
ま
た
は
そ
の
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万

円
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
二
十
条
、
第
二
十
条
の
二
お
よ
び
第
二
十
一
条

、
附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
お
よ
び
第
五
条
の
六
第
一
項
、
法
第
三
十

七
条
の
二
お
よ
び
第
三
十
七
の
三
な
ら
び
に
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
お
よ
び
第
七
条

の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
三
お
よ
び
第
三
百
十
四
条
の

六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
九
ま
で
な
ら
び
に
法
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
第
五
条
第
三

項
、
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
第
五
条
の
五
第
二
項
お
よ
び
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規

定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
一
条
な
ら
び
に
附
則
第
五
条
の
八
第

二
項
お
よ
び
第
五
条
の
九
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
中
「
前
三
条

」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
、
附
則
第
六
条
第
二
項
」
と
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
一
号

お
よ
び
第
五
条
の
九
第
二
項
第
一
号
中
「
お
よ
び
第
五
条
の
六
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、

第
五
条
の
六
第
一
項
お
よ
び
第
六
条
第
二
項
」
と
す
る
。 

 

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
） 

第
八
条 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
ま
た
は
法
附
則
第
十
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
施
行
令
附
則
第
六

条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
五
十
八
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
令

                  

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
中
「
前
三
条
お
よ
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
三
条
お
よ
び
附
則
第
六
条
第
二
項
な
ら
び

に
」
と
す
る
。 

   

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
） 

第
八
条 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
ま
た
は
法
附
則
第
十
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
施
行
令
附
則
第
六

条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
五
十
八
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
令

  

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」

と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。 

２ 

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
お
よ
び
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は

「
三
年
（
同
日
か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

と
し
て
施
行
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
、
第
七

十
二
条
第
一
項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
施
行
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に

規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
す
る
。 

 

（
住
宅
の
取
得
お
よ
び
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
八
条
の
二
の
二 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
住
宅

ま
た
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
は
、
第
六
十
一
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
分
の
三
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
住
宅
ま
た
は
土
地
の
取
得
が
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
ま
た
は
次
条
第
二
項
も
し
く
は
第
四

項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
税
率
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
税
額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
税
率
」
と
す
る
。 

  

（
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
八
条
の
四 

宅
地
評
価
土
地
（
宅
地
お
よ
び
宅
地
比
準
土
地
（
宅
地
以
外
の
土
地
で
当
該
土

地
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
が
、
当
該
土
地
と
そ
の

状
況
が
類
似
す
る
宅
地
の
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
さ
れ
る
価
格
に
比
準
す
る
価
格
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
は
、
第
六
十

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
が
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
限
り
、
当
該
土
地
の
価
格
の
二
分
の
一
の
額
と

す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
七
十
四

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
被
収
用
不
動
産
等
を
収
用
さ
れ
ま
た
は
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い

和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」

と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。 

２ 
土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
お
よ
び
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は

「
三
年
（
同
日
か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

と
し
て
施
行
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
、
第
七

十
二
条
第
一
項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
施
行
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に

規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
す
る
。 

 

（
住
宅
の
取
得
お
よ
び
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
八
条
の
二
の
二 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
住
宅

ま
た
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
は
、
第
六
十
一
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
分
の
三
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
住
宅
ま
た
は
土
地
の
取
得
が
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
ま
た
は
次
条
第
一
項
、
第
四
項
も
し

く
は
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
税
率
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
税
額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
税
率
」
と
す

る
。 

 

（
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
八
条
の
四 

宅
地
評
価
土
地
（
宅
地
お
よ
び
宅
地
比
準
土
地
（
宅
地
以
外
の
土
地
で
当
該
土

地
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
が
、
当
該
土
地
と
そ
の

状
況
が
類
似
す
る
宅
地
の
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
さ
れ
る
価
格
に
比
準
す
る
価
格
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
は
、
第
六
十

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
が
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
限
り
、
当
該
土
地
の
価
格
の
二
分
の
一
の
額
と

す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
七
十
四

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
被
収
用
不
動
産
等
を
収
用
さ
れ
ま
た
は
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い

第
五
十
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

六



  

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」

と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。 

２ 

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
お
よ
び
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は

「
三
年
（
同
日
か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

と
し
て
施
行
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
、
第
七

十
二
条
第
一
項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
施
行
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に

規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
す
る
。 

 

（
住
宅
の
取
得
お
よ
び
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
八
条
の
二
の
二 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
住
宅

ま
た
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
は
、
第
六
十
一
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
分
の
三
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
住
宅
ま
た
は
土
地
の
取
得
が
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
ま
た
は
次
条
第
二
項
も
し
く
は
第
四

項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
税
率
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
税
額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
税
率
」
と
す
る
。 

  

（
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
八
条
の
四 

宅
地
評
価
土
地
（
宅
地
お
よ
び
宅
地
比
準
土
地
（
宅
地
以
外
の
土
地
で
当
該
土

地
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
が
、
当
該
土
地
と
そ
の

状
況
が
類
似
す
る
宅
地
の
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
さ
れ
る
価
格
に
比
準
す
る
価
格
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
は
、
第
六
十

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
が
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
限
り
、
当
該
土
地
の
価
格
の
二
分
の
一
の
額
と

す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
七
十
四

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
被
収
用
不
動
産
等
を
収
用
さ
れ
ま
た
は
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い

和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」

と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。 

２ 

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
お
よ
び
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は

「
三
年
（
同
日
か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

と
し
て
施
行
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
、
第
七

十
二
条
第
一
項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
施
行
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
に

規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
す
る
。 

 

（
住
宅
の
取
得
お
よ
び
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
八
条
の
二
の
二 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
住
宅

ま
た
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
は
、
第
六
十
一
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
分
の
三
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
住
宅
ま
た
は
土
地
の
取
得
が
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
ま
た
は
次
条
第
一
項
、
第
四
項
も
し

く
は
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
税
率
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
税
額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
税
率
」
と
す

る
。 

 

（
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
八
条
の
四 

宅
地
評
価
土
地
（
宅
地
お
よ
び
宅
地
比
準
土
地
（
宅
地
以
外
の
土
地
で
当
該
土

地
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
が
、
当
該
土
地
と
そ
の

状
況
が
類
似
す
る
宅
地
の
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
さ
れ
る
価
格
に
比
準
す
る
価
格
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
は
、
第
六
十

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
が
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
限
り
、
当
該
土
地
の
価
格
の
二
分
の
一
の
額
と

す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
七
十
四

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
被
収
用
不
動
産
等
を
収
用
さ
れ
ま
た
は
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い

  

て
、
同
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
（
当
該
価
格
が
登
録
さ
れ

て
い
な
い
場
合
に
は
、
知
事
が
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
り
決
定
し
た
価
格
）
中
に
宅
地
評

価
土
地
の
価
格
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
登
録
さ
れ
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
附
則
第
八
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
（
以
下
「
宅
地
評
価
土
地
」
と
い
う
。
）
の
部
分

以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
、
「
決
定
し
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
し
た
価

格
の
う
ち
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土

地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
） 

第
八
条
の
八 

知
事
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
軽
油
の
引

取
り
に
対
し
て
は
、
第
百
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
税
証
の
交
付
が
あ
つ

た
場
合
ま
た
は
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
四
条
の
三
十
一
第
四
項
も
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
承
認
が
あ
つ
た
場

合
に
限
り
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

２ 

第
百
二
十
九
条
か
ら
第
百
三
十
二
条
ま
で
、
第
百
三
十
三
条
の
四
お
よ
び
第
百
三
十
三
条

の
五
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
軽
油
の
引

取
り
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十

条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
「
同
条

の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
」
と
、
「
同
条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
各
号
に
掲

げ
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の

八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
三
年
を

経
過
す
る
日
が
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
到
来
す
る
場
合
に
は
、
同
日
ま
で
）
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
） 

第
十
六
条
の
二 

知
事
は
、
県
内
の
市
町
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林

水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

て
、
同
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
（
当
該
価
格
が
登
録
さ
れ

て
い
な
い
場
合
に
は
、
知
事
が
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
り
決
定
し
た
価
格
）
中
に
宅
地
評

価
土
地
の
価
格
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
登
録
さ
れ
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
附
則
第
八
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
（
以
下
「
宅
地
評
価
土
地
」
と
い
う
。
）
の
部
分

以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
、
「
決
定
し
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
し
た
価

格
の
う
ち
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土

地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
） 

第
八
条
の
八 

知
事
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
軽
油
の
引

取
り
に
対
し
て
は
、
第
百
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
税
証
の
交
付
が
あ
つ

た
場
合
ま
た
は
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
四
条
の
三
十
一
第
四
項
も
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
承
認
が
あ
つ
た
場

合
に
限
り
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

２ 

第
百
二
十
九
条
か
ら
第
百
三
十
二
条
ま
で
、
第
百
三
十
三
条
の
四
お
よ
び
第
百
三
十
三
条

の
五
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
軽
油
の
引

取
り
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十

条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
「
同
条

の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
」
と
、
「
同
条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
各
号
に
掲

げ
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の

八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
三
年
を

経
過
す
る
日
が
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
到
来
す
る
場
合
に
は
、
同
日
ま
で
）
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
） 

第
十
六
条
の
二 

知
事
は
、
県
内
の
市
町
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林

水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

第
五
十
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

七



  

て
、
同
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
（
当
該
価
格
が
登
録
さ
れ

て
い
な
い
場
合
に
は
、
知
事
が
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
り
決
定
し
た
価
格
）
中
に
宅
地
評

価
土
地
の
価
格
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
登
録
さ
れ
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
附
則
第
八
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
（
以
下
「
宅
地
評
価
土
地
」
と
い
う
。
）
の
部
分

以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
、
「
決
定
し
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
し
た
価

格
の
う
ち
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土

地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
） 

第
八
条
の
八 

知
事
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
軽
油
の
引

取
り
に
対
し
て
は
、
第
百
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
税
証
の
交
付
が
あ
つ

た
場
合
ま
た
は
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
四
条
の
三
十
一
第
四
項
も
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
承
認
が
あ
つ
た
場

合
に
限
り
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 
（
略
） 

２ 

第
百
二
十
九
条
か
ら
第
百
三
十
二
条
ま
で
、
第
百
三
十
三
条
の
四
お
よ
び
第
百
三
十
三
条

の
五
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
軽
油
の
引

取
り
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十

条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
「
同
条

の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
」
と
、
「
同
条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
各
号
に
掲

げ
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の

八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
三
年
を

経
過
す
る
日
が
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
到
来
す
る
場
合
に
は
、
同
日
ま
で
）
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
） 

第
十
六
条
の
二 

知
事
は
、
県
内
の
市
町
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林

水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

て
、
同
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
（
当
該
価
格
が
登
録
さ
れ

て
い
な
い
場
合
に
は
、
知
事
が
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
り
決
定
し
た
価
格
）
中
に
宅
地
評

価
土
地
の
価
格
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
登
録
さ
れ
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
附
則
第
八
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
（
以
下
「
宅
地
評
価
土
地
」
と
い
う
。
）
の
部
分

以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
、
「
決
定
し
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
し
た
価

格
の
う
ち
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土

地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
） 

第
八
条
の
八 

知
事
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
軽
油
の
引

取
り
に
対
し
て
は
、
第
百
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
税
証
の
交
付
が
あ
つ

た
場
合
ま
た
は
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
四
条
の
三
十
一
第
四
項
も
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
承
認
が
あ
つ
た
場

合
に
限
り
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

２ 

第
百
二
十
九
条
か
ら
第
百
三
十
二
条
ま
で
、
第
百
三
十
三
条
の
四
お
よ
び
第
百
三
十
三
条

の
五
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
軽
油
の
引

取
り
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十

条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
「
同
条

の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
」
と
、
「
同
条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
各
号
に
掲

げ
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の

八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
三
年
を

経
過
す
る
日
が
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
到
来
す
る
場
合
に
は
、
同
日
ま
で
）
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
） 

第
十
六
条
の
二 

知
事
は
、
県
内
の
市
町
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林

水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

  

百
三
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
次
項
お
よ
び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定

す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の

と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県

の
区
域
を
対
象
と
し
て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
ま
た
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
ま
た
は
鳥

獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従

事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る

狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
従
事
者
に

対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
六
条
の
三 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受

け
る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

五
十
六
条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い

う
。
）
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間

」
と
い
う
。
）
に
県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲

等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者

の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す

者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な

る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ

百
三
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
次
項
お
よ
び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定

す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と

す
る
。 

２ 

知
事
は
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県

の
区
域
を
対
象
と
し
て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
ま
た
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
ま
た
は
鳥

獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従

事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る

狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対

し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
六
条
の
三 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五

十
六
条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う

。
）
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」

と
い
う
。
）
に
県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等

」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の

登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者

が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る

狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

第
五
十
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

八



  

百
三
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
次
項
お
よ
び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定

す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の

と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県

の
区
域
を
対
象
と
し
て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
ま
た
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
ま
た
は
鳥

獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従

事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る

狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
従
事
者
に

対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
六
条
の
三 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受

け
る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

五
十
六
条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い

う
。
）
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間

」
と
い
う
。
）
に
県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲

等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者

の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す

者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な

る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ

百
三
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
次
項
お
よ
び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定

す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と

す
る
。 

２ 

知
事
は
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県

の
区
域
を
対
象
と
し
て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
ま
た
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
ま
た
は
鳥

獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従

事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る

狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対

し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
六
条
の
三 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五

十
六
条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う

。
）
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」

と
い
う
。
）
に
県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等

」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の

登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者

が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る

狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

  

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し

、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、

既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

改
正
後
の
福
井
県
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
二
の
三
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
国
内
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
内
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
（
新
条
例
第
五
十
七
条
の
二
の

三
に
規
定
す
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
福
井
県
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
二
の
三
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
国
内
（
地
方
税
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
内
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る

電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
（
新
条
例
第
五
十
七
条
の
二
の
三
に
規
定
す
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適

第
五
十
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

九



用
し
、
同
日
前
に
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
十
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

一
〇



第
五
十
一
号
議
案

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
緊
急
施
行
を
要
し
た
た
め
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
報
告

し
、
承
認
を
求
め
る
。

　
令 

和 

六 

年 

五 

月 

九 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

第
五
十
一
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

一
一



第
四
十
九 

 
 

号
議
案 

 
 
 

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
緊
急
施
行
を
要
し
た
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
報
告
し
、
承
認
を
求
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
五 

月
九 

 
 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

専
決
第
二
十
六 

 
 

号 

 
 
 

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処
分
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第
三
十
一
号 

 
 
 

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
福
井
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
） 

第
三
条
の
三 

産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
過
疎
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公

示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に

、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
一

号
ま
た
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
の
工
業
生
産
設

備
、
一
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等
の
用
に
供
す
る
設
備
、
一
の
農
林
水
産
物
等
販
売
業
の
用
に

供
す
る
設
備
ま
た
は
一
の
旅
館
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
設
備
を
構
成
す
る

減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
五
百
万
円
（
製
造
業
ま
た
は
旅
館
業
を
行
う
法
人

に
あ
つ
て
は
、
資
本
金
の
額
等
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
に
規

定
す
る
資
本
金
の
額
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
千
万
円
超
一
億
円

以
下
の
場
合
は
千
万
円
、
資
本
金
の
額
等
が
一
億
円
超
で
あ
る
場
合
は
二
千
万
円
）
以
上
の

も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
の
取
得
等
（
過
疎
法
第
二

十
三
条
に
規
定
す
る
取
得
等
を
い
い
、
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人
が
行
う

も
の
に
あ
つ
て
は
新
設
ま
た
は
増
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
青

色
申
告
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課

す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
県
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い

（
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
） 

第
三
条
の
三 

産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
過
疎
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公

示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に

、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
一

号
ま
た
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
の
工
業
生
産
設

備
、
一
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等
の
用
に
供
す
る
設
備
、
一
の
農
林
水
産
物
等
販
売
業
の
用
に

供
す
る
設
備
ま
た
は
一
の
旅
館
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
設
備
を
構
成
す
る

減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
五
百
万
円
（
製
造
業
ま
た
は
旅
館
業
を
行
う
法
人

に
あ
つ
て
は
、
資
本
金
の
額
等
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
に
規

定
す
る
資
本
金
の
額
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
千
万
円
超
一
億
円

以
下
の
場
合
は
千
万
円
、
資
本
金
の
額
等
が
一
億
円
超
で
あ
る
場
合
は
二
千
万
円
）
以
上
の

も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
の
取
得
等
（
過
疎
法
第
二

十
三
条
に
規
定
す
る
取
得
等
を
い
い
、
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人
が
行
う

も
の
に
あ
つ
て
は
新
設
ま
た
は
増
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
青

色
申
告
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課

す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
県
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い

専
決
第
二
十
六
号

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処
分
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

三 

月 

三 

十 

一 

日

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
三
十
一
号

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
福
井
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

一
三



第
四
十
九 

 
 

号
議
案 

 
 
 

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
緊
急
施
行
を
要
し
た
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
報
告
し
、
承
認
を
求
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
五 

月
九 

 
 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

専
決
第
二
十
六 

 
 

号 

 
 
 

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処
分
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第
三
十
一
号 

 
 
 

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
定
地
域
等
の
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
福
井
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
） 

第
三
条
の
三 

産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
過
疎
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公

示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に

、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
一

号
ま
た
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
の
工
業
生
産
設

備
、
一
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等
の
用
に
供
す
る
設
備
、
一
の
農
林
水
産
物
等
販
売
業
の
用
に

供
す
る
設
備
ま
た
は
一
の
旅
館
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
設
備
を
構
成
す
る

減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
五
百
万
円
（
製
造
業
ま
た
は
旅
館
業
を
行
う
法
人

に
あ
つ
て
は
、
資
本
金
の
額
等
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
に
規

定
す
る
資
本
金
の
額
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
千
万
円
超
一
億
円

以
下
の
場
合
は
千
万
円
、
資
本
金
の
額
等
が
一
億
円
超
で
あ
る
場
合
は
二
千
万
円
）
以
上
の

も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
の
取
得
等
（
過
疎
法
第
二

十
三
条
に
規
定
す
る
取
得
等
を
い
い
、
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人
が
行
う

も
の
に
あ
つ
て
は
新
設
ま
た
は
増
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
青

色
申
告
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課

す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
県
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い

（
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
） 

第
三
条
の
三 

産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
過
疎
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公

示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に

、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
一

号
ま
た
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
の
工
業
生
産
設

備
、
一
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等
の
用
に
供
す
る
設
備
、
一
の
農
林
水
産
物
等
販
売
業
の
用
に

供
す
る
設
備
ま
た
は
一
の
旅
館
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
設
備
を
構
成
す
る

減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
五
百
万
円
（
製
造
業
ま
た
は
旅
館
業
を
行
う
法
人

に
あ
つ
て
は
、
資
本
金
の
額
等
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
に
規

定
す
る
資
本
金
の
額
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
千
万
円
超
一
億
円

以
下
の
場
合
は
千
万
円
、
資
本
金
の
額
等
が
一
億
円
超
で
あ
る
場
合
は
二
千
万
円
）
以
上
の

も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
の
取
得
等
（
過
疎
法
第
二

十
三
条
に
規
定
す
る
取
得
等
を
い
い
、
資
本
金
の
額
等
が
五
千
万
円
超
で
あ
る
法
人
が
行
う

も
の
に
あ
つ
て
は
新
設
ま
た
は
増
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
青

色
申
告
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課

す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
県
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い

て
課
税
を
免
除
す
る
。 

一
～
三 
（
略
） 

２ 

産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
公
示
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

内
に
、
畜
産
業
ま
た
は
水
産
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
畜
産
業
等
」
と
い
う
。
）
を
行

う
個
人
で
そ
の
者
ま
た
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
つ
た
日

数
の
合
計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の
一
を
超
え
、
か

つ
、
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
示
日
の
属
す
る
年
（
当
該
年
の
翌
年
以

後
に
畜
産
業
等
を
行
う
者
が
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
適

用
が
あ
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
年
）
以
後
五
年
の
各
年
の
そ
の
者
の
所
得
金
額
に
対
し

て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
を
免
除
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

（
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
ま
た
は
不
均
一
課
税
） 

第
四
条 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
地
域

再
生
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向

上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
の

認
定
を
受
け
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

業
を
実
施
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後

三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
同
法
第
五
条
第
四
項
第

五
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
施
設
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る

減
価
償
却
資
産
で
取
得
価
額
の
合
計
額
が
三
千
八
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
八

項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す

る
中
小
企
業
者
お
よ
び
法
人
税
法
第
六
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人
に
あ
つ

て
は
千
九
百
万
円
）
以
上
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。

）
を
新
設
し
、
ま
た
は
増
設
し
た
青
色
申
告
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備

設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
県
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
課
税
を
免
除
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
地
域
再
生

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る

者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過
す

て
課
税
を
免
除
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
公
示
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

内
に
、
畜
産
業
ま
た
は
水
産
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
畜
産
業
等
」
と
い
う
。
）
を
行

う
個
人
で
そ
の
者
ま
た
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
つ
た
日

数
の
合
計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の
一
を
超
え
、
か

つ
、
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
示
日
の
属
す
る
年
（
当
該
年
の
翌
年
以

後
に
畜
産
業
等
を
行
う
者
が
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
適

用
が
あ
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
年
）
以
後
五
年
の
各
年
の
そ
の
者
の
所
得
金
額
に
対
し

て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
を
免
除
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

（
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
ま
た
は
不
均
一
課
税
） 

第
四
条 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
地
域

再
生
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向

上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
の

認
定
を
受
け
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

業
を
実
施
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後

三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
同
法
第
五
条
第
四
項
第

五
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
施
設
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る

減
価
償
却
資
産
で
取
得
価
額
の
合
計
額
が
三
千
八
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
八

項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す

る
中
小
企
業
者
お
よ
び
法
人
税
法
第
六
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人
に
あ
つ

て
は
千
九
百
万
円
）
以
上
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。

）
を
新
設
し
、
ま
た
は
増
設
し
た
青
色
申
告
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備

設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
県
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
課
税
を
免
除
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
地
域
再
生

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る

者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過
す

第
五
十
一
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

一
四



て
課
税
を
免
除
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
公
示
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

内
に
、
畜
産
業
ま
た
は
水
産
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
畜
産
業
等
」
と
い
う
。
）
を
行

う
個
人
で
そ
の
者
ま
た
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
つ
た
日

数
の
合
計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の
一
を
超
え
、
か

つ
、
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
示
日
の
属
す
る
年
（
当
該
年
の
翌
年
以

後
に
畜
産
業
等
を
行
う
者
が
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
適

用
が
あ
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
年
）
以
後
五
年
の
各
年
の
そ
の
者
の
所
得
金
額
に
対
し

て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
を
免
除
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

（
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
ま
た
は
不
均
一
課
税
） 

第
四
条 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
地
域

再
生
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向

上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
の

認
定
を
受
け
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

業
を
実
施
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後

三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
同
法
第
五
条
第
四
項
第

五
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
施
設
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る

減
価
償
却
資
産
で
取
得
価
額
の
合
計
額
が
三
千
八
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
八

項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す

る
中
小
企
業
者
お
よ
び
法
人
税
法
第
六
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人
に
あ
つ

て
は
千
九
百
万
円
）
以
上
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。

）
を
新
設
し
、
ま
た
は
増
設
し
た
青
色
申
告
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備

設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
県
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
課
税
を
免
除
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
地
域
再
生

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る

者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過
す

て
課
税
を
免
除
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
公
示
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

内
に
、
畜
産
業
ま
た
は
水
産
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
畜
産
業
等
」
と
い
う
。
）
を
行

う
個
人
で
そ
の
者
ま
た
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
つ
た
日

数
の
合
計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の
一
を
超
え
、
か

つ
、
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
示
日
の
属
す
る
年
（
当
該
年
の
翌
年
以

後
に
畜
産
業
等
を
行
う
者
が
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
適

用
が
あ
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
年
）
以
後
五
年
の
各
年
の
そ
の
者
の
所
得
金
額
に
対
し

て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
を
免
除
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

（
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
ま
た
は
不
均
一
課
税
） 

第
四
条 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
地
域

再
生
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向

上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
の

認
定
を
受
け
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

業
を
実
施
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後

三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
同
法
第
五
条
第
四
項
第

五
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
施
設
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る

減
価
償
却
資
産
で
取
得
価
額
の
合
計
額
が
三
千
八
百
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
八

項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す

る
中
小
企
業
者
お
よ
び
法
人
税
法
第
六
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人
に
あ
つ

て
は
千
九
百
万
円
）
以
上
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。

）
を
新
設
し
、
ま
た
は
増
設
し
た
青
色
申
告
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備

設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
県
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
課
税
を
免
除
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
地
域
再
生

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る

者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過
す

る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は

、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
特
別
償

却
設
備
を
新
設
し
、
ま
た
は
増
設
し
た
特
別
償
却
設
備
設
置
者
に
対
し
て
課
す
る
次
の
各
号

に
掲
げ
る
県
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
県
税
条
例
第
四
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
五
も
し
く

は
第
六
十
一
条
ま
た
は
県
税
条
例
附
則
第
八
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 

る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は

、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
特
別
償

却
設
備
を
新
設
し
、
ま
た
は
増
設
し
た
特
別
償
却
設
備
設
置
者
に
対
し
て
課
す
る
次
の
各
号

に
掲
げ
る
県
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
県
税
条
例
第
四
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
五
も
し
く

は
第
六
十
一
条
ま
た
は
県
税
条
例
附
則
第
八
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
五
十
一
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

一
五



第
五
十
二
号
議
案

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
次
の
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
緊
急
施
行
を
要
し
た
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
報
告
し
、
承
認
を
求
め
る
。

　
令 

和 

六 

年 

五 

月 

九 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

第
五
十
二
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

一
七



専
決
第
二
十
三
号

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

　
県
は
、
次
の
と
お
り
訴
え
を
提
起
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

三 

月 

二 

十 

一 

日 

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

一
　
事

件

名
　
　
損
害
賠
償
請
求
控
訴
事
件

二
　
訴
え
の
相
手
方
　
　
福
井
市
四
ツ
井
二
丁
目
十
番
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
　
藤
　
　
彰
　
　
彦

三
　
訴
え
の
趣
旨

　
令
和
四
年
二
月
十
八
日
、
前
記
二
の
相
手
方
か
ら
提
起
さ
れ
た
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
三
月
十
三
日
福
井
地
方
裁
判
所
の
第
一
審
判
決
が

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
控
訴
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
　
訴
訟
遂
行
の
方
針

　
判
決
の
結
果
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
上
訴
す
る
。

第
五
十
二
号
議
案
　
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

一
九
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報
告
第
一
号

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
県
有
自
動
車
の
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
し
た
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

五 

月 

九 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

報
告
第
一
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

二
一



専
決
第
二
十
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
県
有
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処
分
す
る
。

　
令 

和 

五 

年 

七 

月 

二 

十 

五 

日

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

一
　
損
害
を
賠
償
し
和
解
を
す
る
相
手
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
野
市
　
個
人

二
　
損
害
賠
償
の
額
　
　
　
一
五
二
、
九
九
八
円

三
　
事
故
の
態
様

　
令
和
五
年
四
月
十
七
日
午
後
四
時
三
十
二
分
頃
、
大
野
警
察
署
の
県
有
自
動
車
が
、
大
野
市
糸
魚
町
四
番
八
号
の
市
道
に
お
い
て
、
相
手
方
が
所
有
す
る
自
動

車
に
接
触
し
て
、
当
該
自
動
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

四
　
和
解
の
内
容

　
本
件
に
つ
い
て
は
、
県
の
支
払
う
損
害
賠
償
の
額
を
前
記
の
と
お
り
と
し
、
両
当
事
者
は
、
と
も
に
将
来
に
わ
た
り
い
っ
さ
い
の
異
議
申
立
て
、
請
求
ま
た
は

争
訟
等
は
行
わ
な
い
。

報
告
第
一
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

二
三



報
告
第
二
号

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
故
障
車
の
レ
ッ
カ
ー
移
動
を
行
っ
た
際
に
、
自
動
車
に
損
害
を
与
え
た
事
案
に
つ
い
て
損
害
賠
償
し
た
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

五 

月 

九 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

報
告
第
二
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

二
五



専
決
第
二
十
一
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
故
障
車
の
レ
ッ
カ
ー
移
動
を
行
っ
た
際
に
、
自
動
車
に
損
害
を
与
え
た
事
案
の
損
害
賠
償
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処
分
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

一 

日

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

一
　
損
害
を
賠
償
し
和
解
を
す
る
相
手
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
井
市
　
個
人

二
　
損
害
賠
償
の
額
　
　
　
一
四
七
、
五
三
二
円

三
　
事
故
の
態
様

　
令
和
五
年
九
月
十
二
日
午
前
八
時
四
十
五
分
頃
、
福
井
市
渕
四
丁
目
千
九
百
六
先
県
道
交
差
点
に
お
い
て
、
福
井
南
警
察
署
員
が
故
障
車
の
レ
ッ
カ
ー
移
動
を

行
っ
た
際
に
、
ミ
ニ
レ
ッ
カ
ー
の
車
輪
が
道
路
の
窪
み
に
は
ま
っ
た
た
め
、
相
手
方
が
所
有
す
る
自
動
車
に
接
触
し
て
、
当
該
自
動
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の
で

あ
る
。

四
　
和
解
の
内
容

　
本
件
に
つ
い
て
は
、
県
の
支
払
う
損
害
賠
償
の
額
を
前
記
の
と
お
り
と
し
、
両
当
事
者
は
、
と
も
に
将
来
に
わ
た
り
い
っ
さ
い
の
異
議
申
立
て
、
請
求
ま
た
は

争
訟
等
は
行
わ
な
い
。

報
告
第
二
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

二
七



報
告
第
三
号

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
県
有
自
動
車
の
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
し
た
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

五 

月 

九 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

報
告
第
三
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

二
九



専
決
第
二
十
四
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
県
有
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処
分
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

三 

月 

二 

十 

九 

日

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

一
　
損
害
を
賠
償
し
和
解
を
す
る
相
手
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
井
市

二
　
損
害
賠
償
の
額
　
　
　
三
一
七
、
八
一
二
円

三
　
事
故
の
態
様

　
令
和
六
年
二
月
八
日
午
前
九
時
三
十
五
分
頃
、
福
井
警
察
署
の
県
有
自
動
車
が
、
福
井
市
松
本
二
丁
目
二
十
四
番
十
号
の
市
道
に
お
い
て
、
相
手
方
が
所
有
す

る
自
動
車
に
追
突
し
て
、
当
該
自
動
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

四
　
和
解
の
内
容

　
本
件
に
つ
い
て
は
、
県
の
支
払
う
損
害
賠
償
の
額
を
前
記
の
と
お
り
と
し
、
両
当
事
者
は
、
と
も
に
将
来
に
わ
た
り
い
っ
さ
い
の
異
議
申
立
て
、
請
求
ま
た
は

争
訟
等
は
行
わ
な
い
。

報
告
第
三
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

三
一



報
告
第
四
号

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　

県
有
自
動
車
の
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
し
た
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
。

　

令 

和 

六 

年 

五 

月 

九 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

報
告
第
四
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

三
三



専
決
第
一
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
県
有
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処
分
す
る
。

　

令 

和 

六 

年 

四 

月 

一 

日

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

一　

損
害
を
賠
償
し
和
解
を
す
る
相
手
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岐
阜
県
各
務
原
市　

法
人

二　

損
害
賠
償
の
額　
　
　

六
一
、
三
八
〇
円

三　

事
故
の
態
様

　

令
和
六
年
一
月
十
日
午
後
八
時
十
八
分
頃
、
敦
賀
警
察
署
の
県
有
自
動
車
が
、
岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
三
丁
目
五
百
三
十
四
番
地
一
に
お
い
て
、
相

手
方
が
所
有
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
接
触
し
て
、
当
該
物
件
に
損
害
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

四　

和
解
の
内
容

　

本
件
に
つ
い
て
は
、
県
の
支
払
う
損
害
賠
償
の
額
を
前
記
の
と
お
り
と
し
、
両
当
事
者
は
、
と
も
に
将
来
に
わ
た
り
い
っ
さ
い
の
異
議
申
立
て
、
請
求
ま
た
は

争
訟
等
は
行
わ
な
い
。

報
告
第
四
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

三
五



報
告
第
五
号

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　

大
蓮
寺
川
放
水
路
整
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
専
決
処
分
を
し
た
か
ら
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
。

　

令 

和 

六 

年 

五 

月 

九 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

報
告
第
五
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

三
七



専
決
第
二
十
二
号

大
蓮
寺
川
放
水
路
整
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
大
蓮
寺
川
放
水
路
整
備
工
事
請
負
契
約
の
変
更
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処
分
す
る
。

　

令 

和 

六 

年 

三 

月 

十 

八 

日

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

一　

工
事
名
称　
　
　

大
蓮
寺
川
放
水
路
整
備
工
事

二　

工
事
場
所　
　
　

一
級
河
川
大
蓮
寺
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
山
市
本
町
二
丁
目
か
ら
元
町
一
丁
目

三　

契

約

者　
　
　

坂
川
建
設
（
株
）
、
大
北
久
保
建
設
（
株
）
、
大
蓮
寺
川
放
水
路
整
備
工
事
０
４
―
０
５
―
０
４
０
１
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　

福
井
市
宝
永
三
丁
目
三
番
二
十
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂
川
建
設
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　
　

髙　
　

田　
　

隆　
　

夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
山
市
栄
町
二
丁
目
七
番
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
北
久
保
建
設
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

取
締
役
社
長　
　

和　
　

田　
　

晃　
　

幸

四　

変
更
の
内
容　
　
　

契
約
金
額　
　

変
更
前　
　

一
金　

六
三
一
、
〇
七
〇
、
〇
〇
〇
円

報
告
第
五
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

三
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
更
後　
　

一
金　

六
一
七
、
六
五
〇
、
〇
〇
〇
円

五　

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

放
水
路
掘
削
に
伴
い
発
生
す
る
泥
土
が
当
初
想
定
よ
り
も
少
な
く
、
泥
土
の
処
理
が
不
要
と
な
っ
た
。

報
告
第
五
号
　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

四
〇
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